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平成 19 年 12 月７日 

総 務 省 統 計 局 

 

科学技術研究調査 民間開放の実施状況について（案） 

 

Ⅰ 平成 19 年度事業の概要 

   

平成 19 年度事業については、「競争の導入による公共サービスの改革に関

する法律」（平成 13 年法律第 51 号）に基づく民間競争入札を行い、以下のと

おり事業を実施した。 

 

１ 委託業務内容 

  科学技術研究調査における調査票の送付・回収（督促）、照会対応（記入

指導）等に係る業務 

 

２ 委託業務期間 

  平成 19 年５月 14 日～平成 19 年 10 月 12 日 

  なお、契約期間は平成 19 年４月６日から平成 19 年 12 月 10 日まで 

 

３ 受託事業者 

  株式会社サーベイリサーチセンター 

 

 

Ⅱ 事業の実施状況 

 

 １ 調査客体数及び回収数 

委託業務期間終了後の平成 19年 10月 15日までの調査客体数及び回収数

は以下のとおり。 

 

区 分 調査客体数 回収数 

企業等 １３，５６８ １０，６１７ 

非営利団体・公的機関 １，１５４ １，１４４ 

大学等 ３，４５６ ３，４５３ 
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２ 回収率 

   本事業において回収率として設定した基準日（６月末日）時点の回収率、

督促回収率、全体の回収率の結果は以下のとおり。 

 

 （１）基準日（６月末日）時点の回収率 

 

区 分 目標とする水準値 19 年実績値 

企業等 ３０％ ３４％ 

非営利団体・公的機関 ３３％ ３５％ 

大学等 １３％ １１％ 

 

 （２）督促回収率 

 

区 分 
目標とする水準値

（業務期間終了時）
19 年実績値 

企業等 ７０％ ６７％ 

非営利団体・公的機関 ９９％ ９９％ 

大学等 １００％ １００％ 

※督促回収率 

       （督促回収率の算出方法） 

        ６月末日現在を基準日とし、同日から業務期間終了後の 10 月

15 日までの回収数を基準日時点の調査票未提出者数で除す。 

 

 （３）全体の回収率 

 

区 分 17 年実績値 19 年実績値 

企業等 ７９％ ７８％ 

非営利団体・公的機関 ９９％ ９９％ 

大学等 １００％ １００％ 
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３ 委託業務の主な実施状況 

委託業務のうち調査客体からの照会対応業務及び調査客体への督促業務

の実施状況は以下のとおり。 

  

（１）実績人員 

平成 19 年５月 16 日から平成 19 年 10 月 12 日までに照会対応及び督促

業務に要した人員（フルタイム換算による）は以下のとおり。 

 

合    計      延べ ５８１名 

うち社員          １００名 

うち内勤スタッフ（非常勤） ４８１名 

 

（２）照会対応業務 

   

ア 業務実施状況 

（ア）調査客体からの照会対応業務の業務期間 

平成 19年５月 16日から平成 19年 10月 12日まで（１０４日間） 

 

（イ）受付時間 

土日・祝日を除く午前９時から午後６時 

      （受付時間外は録音ガイダンスにて案内。） 

    

イ 照会対応状況 

    受託事業者及び総務省が実施した照会対応状況は、別紙１－１のと

おり。 

     照会対応件数は 2,613 件であり、平成 18 年実績（国が実施）1,520

件と比較すると 1.7 倍の増加となった。 

     また、国が対応した件数は 412 件（受託事業者からの照会 233 件＋

調査客体からの照会 179 件）であり、平成 18 年実績と比較すると１/

４に減少した。 

      

 （３）督促業務 

 

   ア 業務実施状況 

（ア）はがきによる督促 

   受託事業者が行ったはがきによる督促状況は以下のとおり。 

    第１回６月１日、第 2回７月２日、第３回８月２日、 

第４回９月 26 日、第５回９月 30 日 

    

（イ）受託事業者による調査客体への電話による督促業務の業務期間 
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平成 19 年７月 18 日から平成 19 年 10 月 12 日まで（６０日間） 

 

（ウ）応対時間 

土日・祝日を除く午前９時から午後６時 

 

   イ 督促応対状況 

（ア）はがきによる督促応対状況 

    第１回６月１日 約１５，０００客体 

    第２回７月２日 約１２，０００客体 

    第３回８月２日  約６，０００客体 

    第４回９月 26 日    約３００客体 

        第５回９月 30 日       約２００客体 

なお、平成 18 年において、国が実施したはがきによる督促件数は

以下のとおり。 

    第１回７月３日 約１４，０００客体 

    第２回７月 25 日  約６，０００客体 

     

（イ）電話による督促応対状況 

      電話による督促件数（客体不在の場合を含む）は、延べ 12,057 件

であった。 

 

月（日数） 督促件数 

７月（９日間） ２７６

８月（18 日間） ８３５

９月（18 日間） ６，３６９

10 月（10 日間） ４，５７７

注）８月６～10 日（５日間）は督促なし。 

 

調査客体不在の場合を除く、電話による督促応対状況は、別紙１

－２のとおり。 

督促応対件数は 7,602 件であり、平成 18 年実績（国が実施）1,810

件と比較すると約４倍の増加となった。 

 

（ウ）調査票一式の再送付 

国が実施していた平成 18 年までは、８月下旬に調査票未提出の調

査客体のうち企業に対して調査票等一式を一括して再送付していた

が、平成 19 年においては行っていない。 

ちなみに、平成 19 年において調査票の再送付数（電話督促の過程

で客体が調査票等を紛失していた場合に業者からの連絡を受けて国

が再送付した数）は 3,235 件であり、平成 18 年の調査票等一式の一

括再送付数 4,949 件と比較すると約４割減少した。  
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４ 調査客体への対応状況 

 

 受託事業者に照会を行った調査客体及び受託事業者が電話督促を行った

調査客体に対して、国からアンケート用紙を郵送し、受託事業者における応

対状況の把握を行った。 

 

（１）照会対応状況 

 

ア 調査対象数及びアンケート対象数 

      提出期限（７月 15 日）までの間に受託事業者へ電話照会を行った

調査客体のうち、７月末までに調査票の提出があった調査客体を対

象とした。アンケート対象数は以下のとおり。 

 

調査客体 調査対象数
アンケート

対象数 

計 ９９６ ４００ 

企業等 ５８０ ２３３ 

非営利団体・公的機関 １２８ ５１ 

大学等 ２８８ １１６ 

※回収率７０％を想定。 

 

イ 実施時期 

アンケート用紙は９月 18 日に郵送し、提出期限を 10 月５日まで

の消印有効と設定。 

アンケートの様式は、参考１参照。 

 

（２）督促応対状況 

 

ア 調査対象数及びアンケート対象数 

電話督促を受けた調査客体のうち、1O 月４日までに調査票の提出

があった調査客体を対象とした。アンケート対象数は以下のとおり。 

 

調査客体 調査対象数
アンケート

対象数 

計 １，４２０ ５００ 

企業等 １，０４６ ３５９ 

非営利団体・公的機関   ２７０ １００ 

大学等   １０４ ４１ 

※ 回収率７０％を想定。 
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イ 実施時期 

アンケート用紙は、９月 23 日及び 10 月９日に郵送し、提出期限

はそれぞれ 10 月５日及び 10 月 19 日までの消印有効と設定。 

アンケートの様式は、参考２参照。 

  

※ 各アンケートの調査項目における着眼点は、参考３を参照。 

 

（３）アンケート集計結果（概要）（平成 19 年 10 月 30 日現在） 

     照会対応状況及び督促応対状況のそれぞれの集計結果の主な内容は

以下のとおり。 

ア 照会対応状況 

【接続度】照会等されたときの電話のつながり具合はいかがでしたか？ 

      ・「すぐつながった」・・・・・・・・・・51.4％ 

      ・「どちらかといえばすぐつながった」・・42.5％ 

【応対度】オペレータの応対態度はいかがでしたか？ 

      ・「良い」・・・・・・・・・・・・・・・47.8％ 

      ・「どちらかといえば良い」・・・・・・・48.8％ 

【的確度】照会等に対する説明内容はいかがでしたか？ 

・「わかりやすい」・・・・・・・・・・・40.1％ 

・「どちらかといえばわかりやすい」・・・47.5％ 

【迅速度】照会等に対する回答までの時間はいかがでしたか？ 

・「短かった」・・・・・・・・・・・・・39.5％ 

・「どちらかといえば短かった」・・・・・48.0％ 

【利便度】利用できる時間帯（午前９時～午後６時）はいかがでしたか？

・「良い」・・・・・・・・・・・・・・・54.2％ 

・「どちらかといえば良い」・・・・・・・37.4％ 

【満足度】お問い合わせセンターの全体的な感想はいかがでしたか？ 

・「満足であった」・・・・・・・・・・・37.1％ 

・「どちらかといえば満足であった」・・・54.4％ 

※詳細については、集計表１を参照。 

 

イ 督促応対状況（集計表２） 

【応対度】オペレータの応対態度はいかがでしたか？ 

・「良い」・・・・・・・・・・・・・・・33.8％ 

・「どちらかといえば良い」・・・・・・・56.0％ 

【的確度】オペレータの調査協力についての説明内容はいかがでしたか？

・「わかりやすい」・・・・・・・・・・・25.3％ 

・「どちらかといえばわかりやすい」・・・56.0％ 

※詳細については、集計表２を参照。 
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５ 調査票に記入不備があった調査客体に対するモニタリング 

   
受託事業者が電話督促を行った調査客体のうち、調査票に記入不備（白紙

等）があった 30 客体に対し、督促において調査票の記入を軽視するような発

言がなかったか事後的に電話で聞き取りを行った。 

 

※ 記入不備とは、研究実施の有無のみに記入があり、調査事項の基本

項目（従業者総数、資本金、総売上高、営業利益高等）に全く記入がな

いものとした。 

 

聞き取りの結果は、以下のとおり。 

○ 対応に問題がなかったもの          24 客体 

○ 白紙提出を容認する発言があったもの  2 客体 

○ 記入不備を容認する発言があったもの  4 客体 

 

 

Ⅲ 事業の実施評価 

１ 目標の達成について 

調査票の送付・回収（督促）、照会対応（記入指導）等に係る業務について、

今回初めて民間委託を行った。 

受託事業者に対し、業務に当たり確保されるべき質として設定した調査票

の回収率については、目標とする水準値をほぼ達成できたことから、引き続

き送付・回収（督促）、照会対応（記入指導）等に係る業務について民間委託

を行うことは可能と考える。 

 

２ 業務量について 

統計局の業務としては、昨年に比べて、民間事業者との連絡調整等の業務、

当初の業務予定になかった調査票の再送付を９月、10 月に集中して行う業務

等が発生したが、調査客体から統計局への照会対応業務は減少した。今後の民

間委託による業務遂行については、統計局と民間事業者の双方が習熟してくれ

ば、業務の効率化効果は上がり、業務量は減少するものと考える。 

 

３ 課題・改善点について 

調査票の再送付の増加や督促時の対応状況等を踏まえ、今回の経験を受託

事業者に知らせた上で、回収予定を提示させ、早い段階からその進捗を相互

に把握するとともに、双方の連絡を密にする必要がある。 

また、照会対応・督促業務は調査票回収の要であるため、内勤スタッフ（非

常勤）に対する教育（研修）、指導の内容及びその方法について具体的に提示

させること等により、的確な対応に努める必要がある。 


